
介護福祉士制度の見直しについて  
（検討事項・検討の視点）  

【論点1】専門資格としての介護福祉士  

の養成の在り方   



【検討の視点】  

＜全体的考え方＞  

○ 総人口が減少し、労働力人口も減少が見込まれる中で、今後、後期高齢   
人口の増大に伴い介護ニーズが増大し、また、高齢者の生活様式、考え方、   

価値観等が多様化するものと考えられ、こう した介護ニーズの変化に対応   

するためにも、介護職員の量的確保とともに、質的向上が必要ではないか。  

○ 介護福祉士の質の全般的向上を図るために、教育内容の充実を行うとと   
もに、すべての者について一定の教育プロセスを経た後に国家試験を受験   
するという方向で一元化を図ることとしてはどうか。  

○ 介護福祉士の国家資格は「幅広い利用者に対する基本的な介護を提供で   

きる能力を有する資格」と位置付け、資格を取得した後も介護を取り巻く   
環境の変化や介護技術の進歩に対応するために、生涯にわたって自己研鎖   
し、知識・技能を修得するという考え方について、どのように考えるか。   



＜福祉系高校ルート＞  

○ 介護福祉士資格の取得方法の一元化に当たり、教育内容とは別に年齢一   
学歴により、国家試験の受験資格に制限を加えることとすべきかどうか。  

人間性・倫理性の洒養のためには人生経験を積むべきであるという観点、   
明確な職業意識と志を持って学ぶ福祉系高校を含め、介護の分野には多様   
な人材を確保するべきであるという観点、さらには現に福祉系高校を卒業   
した者に介護福祉士試験の受験資格が付与され、介護の現場で活躍する実   
績を残しているという観点等を踏まえつつ、どのように考えるか。  

＜実務経験ルート＞  

○ 実務経験ルートについて、理論的■体系的学習を行うために一定の養成   
課程を課す場合において、現に就労している者が一定期間就学することと   
なることの負担の観点をどのように評価するか。  
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介護福祉士資格取得方法の改正の方向  
（「介護福祉士のあり方及びその養成プロセスの見直し等に関する検討会」報告書より）  

○ 今後の資格取得方法については、多様な人材を確保する観点から  

養成施設ルート、実務経験ルート、福祉系高校ルートの3つのルー  

トを残しつつも、各ルートを通じ質の全般的向上を図るため、数量  

内容の充実（カリキュラム「シラバスの抜本的見直し）を行うとと  

もに、すべての者について一定の教育プロセスを経たのちに国家試  

験を受験するという方向で、一元化を図る  
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介護福祉士の資格取得方法見直し案  
〔現行〕  

」＝コr  

〔見直し（案）〕  

☆：介護技術講習修了者は、実技試験免除。  

介 護 福 祉 士 の 資 格（登録）  
‾「二「「  

☆：介護技術講習受講者は、実技試験免除。※：一定以上の養成プロセスを経たものは、実技試験を課さない。   
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すべての者について一定の教育プロセスを経た後に   

国家試験を受験するという方向での一元化  

＝llMl川IIHllllll▼llllヽ  

l l＝ll‖lll‖lll…＝l川Ill＝川Illlllll＝llll＝川Ill川J  
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福祉系高校について  
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和六十二年法律第三十号）  

（介護福祉士試験）  

第四十条（略）  

2介護福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。  

一 三年以上介護等の業務に従事した者  

三 脚引こ掲げる者と同等以上の能力   

めるも¢  

3（略）  

と認められる看であって、厚生労働省令で定  

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和六十二年厚生省令第四十九号）  

（介護福祉士試験の受験資格）  

第二十一条 法第四十条第二項第二号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれ   
かに該当する者とする。  

又は中等教育学校 攻科及び別科を による高等学 ※（専 除く。次号において同   

修めて卒業した者  
又は中等教 

じ。‖こおいて別表第一に定める教科目及び単位数を  
育学校において別表第一 に定める教科目及 び単   

位 数を修めて、同法第五十六条第二項の規 定により大学への入学を認められた者  
又は中等教 教育法による高等 育学校の専攻科（ 業年限二年以上のものに限   

おいて別表 第二lこ定める科目及び単位数を修めて卒業した者  

※「中等教育学校」は、中学校の修業年限に該当し義務教育期間となる3年間及び高等学校のそれに該当する3年間を合わせ  
た6年間を修業年限とする学校。  
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実務経験■福祉系高校ルートの現行法での位置付け  

．．．‥、∴‥■．  

r教育改革に関する露≡次答申（昭和  62年4月1日＝（  
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第1章生涯学習体系への移行  

第1節 評価の多元化  

（2）公的資格制度の見直し   

形式的な学歴が重視される弊害を是正し、評価の多元化を図るとともに、資格を真に能力の   
裏付けをもったものにする観点から、公的職業資格を見直す必要がある。   
ア．公肘隊姜宣繊の豊農芸に必要な要件を見直し．原則として＿ 学際警推参陰毛・オス 
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＝よU．資格取幕の機会が可能なⅡ丘U広く闇加れるょうに  

イ・時代変化に対応し、資格の更新や資格所持者に対する講習の実施などを検討するとともに、  

資格の整理統合や改善等を図る。  

ウ．圃などで喜円劇な旛業教育・訓緩を重ける書に  

実務経験ルイ  

短で18歳で受廟資頼泰取得  
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介護福祉士の登録者数等の状況  

参  考  

年  養成施言受  国  家  試  験  
入学定員  

（人）             養成施設  国家書式験  
合格者数   受羞険者数   合格率  

（人）   （人）   （％）   

‖   
平成元年  
（第1回）   2，631   8   2，623   4．628  2・782〔≡2■デ〕  ーー・973〔≡ コ  23・2〔…ヨ  

1   

5年  
34．547   

（第5【司）  
12，762   21，785   8，711  6・402〔≡；〕  ‖・628〔≡コ  55」〔≡ヨ   

10年  
（第10【司）   

58，731   72．905   18，818  15・819〔≡1……〕  3－・567〔≡…ヨ  
15年  

（第15回）   
147，557   203，710   25，431  32・319〔≡‡ヨ  67・363〔≡‡ヨ  

16年  
（第16回）   

165，924   243．445   25，916  39・938〔≡…ヨ  81・008〔≡言ヨ  
17年  

（第17回）   
185．703   281．998   26．810   

38・576〔≡ヨ  90・602〔≡≡≡〕  
1  

18年  
（第18匝】）   

205．375   339，509   27，105  云0・9－0〔≡…ヨ  130・034〔≡……三；〕  
（注）・登録者数は、各年9月末現在の人数。（平成18年は5月末現在の人数。）  

一養成施設の入学定員は、各年4月1日現在の人数。   
・国家試験欄の括弧内の数は、上段から、「実」は実務経験者、「N」は日日K学園卒業生、「高」は福祉系高校卒業生に係る数値を示す。   
・第2回から第15回の受験者数総数には筆記試験免除者（過去筆記試験合格、実技試験不合格の者）の数を含み、括弧内の内訳の人数は  
その年筆記試験を受験した人数。したがって括弧内の合計は受験者総数と合致しない。  

・第■18回国家試験の合格者数には、実技試験免除者の数を含む人数。  
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福祉・医療関連資格取得に必要とされる要件について  

・保育士（実務経験5年0「高卒  

等＋実務経験2年で受験可能）  

・准看護師（中卒＋文部科学大  
臣指定校で2年以上0「中卒＋厚  

生労働大臣指定養成所で2年  

以上で受験可能）  

・社会福祉士  

（指定施設で相談業務4年以上  

＋一般養成施設等で1年以上  

0「児童福祉司、身体障害者福  

祉司、指導監督員、知的障害者  
福祉司又は老人福祉主事で  
あった期間が5年以上で受験可  

能）  

・精神保健福祉士（指定施設で  

相談業務4年以上＋一般養成  
施設等で一年以上or社会福祉  

士であって、短期養成施設等で  
6月以上で受験可能）  

づば鮎割出皇務経験3年以  

土or高等学校で二足 負数剋且  

数を修めて卒業で受  
験可能）  

・保育士（大学等に2年以上在学して62単位以上修得  

Or高等専門学校を卒業等で受験可能）  

・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師  

・管理栄養士（栄養士資格＋一定の教育等）  

・保健師・助産師・看護師  

t歯科衛生士 t診療放射線技師  

・理学療法士・作業療法士  

一柔道整復師・視能訓練士  

・社会福祉士（大卒（指定科目修了）or大卒（基礎科目  

修了）＋短期養成施設等or大卒＋一般養成施設等0「  

短大等卒（指定科目修了）＋実務経験＋短期養成施  

設等or短大等卒基礎科目修了＋実務経験＋一般養  
成施設等）  

・臨床工学技士・歯科技工士  

一義肢装具士・救急救命士  

・精神保健福祉士（大卒（指定科目修了）0「大卒（基礎  

科目 修了）＋短期養成施設等or大卒＋一般養成施  
設等or短大等卒（指定科目修了）＋実務経験十短期  

養成施設等or短大等卒基礎科目修了＋実務経験＋  
一般養成施設等）  

・言語聴覚士・臨床検査技師  

・医師  

・歯科医師  

・薬斉相市  

資格試験の  

受験が必要  

卒＋厚生労働大臣の措定養成施 
（修業年限2年以上）を卒業で亀格取得可能）  

・保育士（高卒等＋厚生労働大臣の指定する養成施設  

を卒業で資格取得可能）  

・栄養士（高卒＋厚生労働大臣の指定する養成施設で  

2年以上の課程を修了で資格取得可能）  

資格試験の  

受験不要  
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介護福祉士養成施設の定員充足率を都道府県別にみると、若年人口当たりの福祉系高  
校定員数とは相関が見られず、むしろ若年人口当たりの介護福祉士養成施設定員との相  
関の方が高い状況が見られた。  

◎15～18歳人口1人あたりの福祉系高校定員数が   

多いところで介護福祉士養成施設平均定員充足率   

が低いとは、必ずしも言えない。  

◎むしろ養成施設定員が15～18歳人口に比して少ない   

ところでは、おおむね施設の定員充足率が高い。  

介護福祉士  

養成施設  

0  1  2  3  4  5  6  7  

15～18歳人口千人あたり  

福祉系高校定員数  

（注）介護福祉士養成施設平均充足率は、平成17年度に報告された2年課程（昼間課程）の充足率である  
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実務経験ルートについて  

＜現行＞   3年以上の実務経験を経た者は、国家試験を受験するこ  

とができる  

＜検討会報告書における見直し案＞  

○ 現行の3年の実務経験に加え、理論的、体系的学習を行うた   

めの一定の養成課程（例えば6か月以上の養成課程又は1年以   

上の通信課程）を課す  

○ ホームヘルパー研修体系の見直しにより平成18年度から導入   

される介護職員基礎研修（500時間）を修了した者については、   

実務経験2年で国家試験受験資格を付与  
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